
 

議案第３７号 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年２月６日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

さいたま市建築等関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （減免） 
第４条 ［略］ 
２・３ ［略］ 
４ 市長が特に必要があると認める建築物について 

は、別表第１４項、第１４項の２及び第１５項か    

ら第５１項の９までに規定する手数料を免除する。

 
別表（第２条関係） 

 （減免） 
第４条 ［略］ 
２・３ ［略］ 
４ 市長が特に必要があると認める建築物について 

は、別表第１４項、第１４項の２及び第１５項か 

ら第５１項の７までに規定する手数料を免除する。

 
別表（第２条関係） 

事務の種類 手数料の額 

１～５１の６ ［略］ 

５１の７ 建築基準法施行

令（昭和２５年政令第３

３８号。以下「令」とい

う。）第１３７条の１２

第６項の規定による既存

の建築物に対する接道義

務制限の緩和に係る認定

の申請に対する審査 

１件につき ２

７，０００円 

５１の８ 令第１３７条の

１２第７項の規定による

既存の建築物に対する道

路内建築制限の緩和に係

る認定の申請に対する審

査 

１件につき ２

７，０００円 

事務の種類 手数料の額 

１～５１の６ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５１の９ ［略］ ［略］ 

５１の１０ ［略］ ［略］ 

５１の１１ ［略］ ［略］ 

５１の１２ ［略］ ［略］ 

５２～５６ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

５７ ［略］ ［略］ 

５８ ［略］ ［略］ 

５９ ［略］ ［略］ 

６０ ［略］ ［略］ 

６１～７２ ［略］ 

７３ 建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関す

る法律（平成２７年法律

第５３号。以下「建築物

省エネ法」という。）第

１２条第１項又は第１３

条第２項の規定に基づく

建築物エネルギー消費性

能適合性判定の申請に対

する審査 

［略］ 

⑴・⑵ ［略］  

７４～７９ ［略］ 

８０ 建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関す

る法律施行規則（平成２

８年国土交通省令第５号

）第１１条の規定に基づ

く軽微な変更に該当して

いることを証する書面の 

［略］ 

 交付に対する手数料  

⑴・⑵ ［略］  
 

５１の７ ［略］ ［略］ 

５１の８ ［略］ ［略］ 

５１の９ ［略］ ［略］ 

５１の１０ ［略］ ［略］ 

５２～５６ ［略］ 

５７ 租税特別措置法施行

令第２０条の２第１３項

又は第３８条の４第２２

項の規定による特定の民

間再開発事業認定の申請

に対する審査 

１件につき ３

１，０００円 

５８ ［略］ ［略］ 

５９ ［略］ ［略］ 

６０ ［略］  ［略］ 

６０の２ ［略］ ［略］ 

６１～７２ ［略］ 

７３ 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する

法律（平成２７年法律第

５３号。以下「建築物省

エネ法」という。）第１

２条第１項又は第１３条

第２項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能

適合性判定の申請に対す

る審査 

［略］ 

⑴・⑵ ［略］  

７４～７９ ［略］ 

８０ 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する

法律施行規則（平成２８

年国土交通省令第５号）

第１１条の規定に基づく

軽微な変更に該当してい

ることを証する書面の交 

［略］ 

 付に対する手数料  

⑴・⑵ ［略］  
 

備考 

 １～３ ［略］ 

備考 

 １～３ ［略］ 
  ４ 第６１項、第６２項、第６３項の２及び第

６３項の３において「床面積の合計」とは、

長期優良住宅法第５条第１項から第７項まで

の規定による認定及び変更の認定の申請に係

る住戸が属する１の建築物の延べ面積（令第

２条第１項第４号の規定により算出された延

べ面積）をいう。 
 

  ４ 第６１項、第６２項、第６３項の２及び第

６３項の３において「床面積の合計」とは、

長期優良住宅法第５条第１項から第７項まで

の規定による認定及び変更の認定の申請に係

る住戸が属する１の建築物の延べ面積（建築

基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）

第２条第１項第４号の規定により算出された

延べ面積）をいう。 
  ５ 第６８項から第６９項までにおいて「床面

積の合計」とは、低炭素建築物新築等計画の

  ５ 第６８項から第６９項までにおいて「床面

積の合計」とは、低炭素建築物新築等計画の



 

認定申請及び低炭素建築物新築等計画変更の

認定申請に係る部分の床面積の合計（令第２

条第１項第４号の規定により算出された延べ

面積）をいう。 

認定申請及び低炭素建築物新築等計画変更の

認定申請に係る部分の床面積の合計（建築基

準法施行令第２条第１項第４号の規定により

算出された延べ面積）をいう。 
  ６・７ ［略］ 
 

  ６・７ ［略］ 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、別表第５７項を削り、第５

８項を第５７項とし、第５９項を第５８項とし、第６０項を第５９項とし、第６０項

の２を第６０項とする改正は、公布の日から施行する。 
 


